
 

 

 

 

 

 

 

 

学校だより第１０号では，①平年より２２日も早く５月１５日

に梅雨入りしたこと，②５月２０日に「改正災害対策基本法」が施

行され，災害時に市区町村が発令していた「避難勧告」は廃止され

「避難指示」に一本化されたこと，③土砂災害対応の避難訓練を５

月２４日（月）に行ったことの３点をお伝えしました。 

本格的な梅雨に向けて対策を講じておりますが，先週２１日

（金）は前日から大雨が降り，大雨警報などの「気象警報」は発表

されませんでしたが，雨量超過のため宮盛～大浦区間は通行止めになりました。そのため，路線バスを

利用している中学生は小学生が理由しているスクールバスに乗車するよう，当日の朝に「すぐメール」

により連絡をさせていただきました。 

このように，大雨警報などの「気象警報」や雨量超過による宮盛～大浦区間の「通行止め」は，登校

や下校に大きな影響を与えます。そのため，生徒の身を守るために万全な対応・体制を整え，確認して

おく必要があります。 

すでに，４月７日付けで配付した別紙プリント「気象警報発表時における学校の対応の変更について

（重要）」及び「交通規制区間情報発令中の小学校のスクールバスへの乗車について」において，「臨時

休業」や登校時のスクールバスの乗車についてはお知らせしています。 

それに加えて，授業中に「気象警報」が発表されたり，「通行止め」になったりした場合について，「基

本的な対応」をお知らせします。 

 

（１）授業中に「気象警報」が発表された場合 

①校舎内で生徒の安全を守り，原則，予定されていた授業や給食を行います。 

②下校時までに「気象警報」が解除された場合は，通常どおりの下校となります。 

③下校時に「気象警報」が継続して発表されている場合は，原則，部活動を中止とし，早い時刻の

スクールバスで下校します。徒歩の生徒も安全に留意させ，下校します。 

④状況によっては，「緊急時の生徒引き渡しカード」に従って，保護者等によるお迎えを要請する場

合が考えられます。 
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本格的な梅雨に向けて大切な確認です 
～「警報発令」「通行止め」時の対応について～ 



（２）下校時に宮盛～大浦区間が「通行止め」になっている場合 

①宮盛～大浦区間が「通行止め」になっている場合は，宮盛区までは路線バスを利用できます。そ

のため，大浦区の生徒につきましては，保護者等によるお迎えをお願いします。（迎えをお願い

する場合は，学校から連絡させていただきます。） 

 

これらが基本的な対応となりますが，学校から保護者等へ連絡させていただく場合があると思います

ので，「緊急時の生徒引き渡しカード」に記載している連絡先に連絡がつくようにしておいてください。 

生徒の安全を第一に考え，対応して参りますので，ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

令和３年６月１５日（火）～１７日（木）に予定している修学旅行に向け，新型コロナ

ウィルス感染症への万全な対策を講じるよう取り組んでいるところです。しかしながら，

報道によりますと，５月１２日（水）～３１日（日）を期間として広島県に発令されてい

る緊急事態宣言は，延長の方向で検討されているようです。 

このような状況から，豊浜中学校及び旅行会社と協議し，修学旅行の延期を決定しまし

た。生徒の皆さんが楽しみにしている行事ですが，健康と安全を最優先に判断した結果で

す。また，今後の感染状況や他の行事の日程などを総合的に判断しながら，再度，実施に

向けて検討してまいります。実施可能な時期や実施形態などは，決まり次第お知らせいた

します。 

生徒の皆さん，そして，保護者の皆様にはご心配をおかけしますが，何卒ご理解いただ

きますようお願い申し上げます。 

保護者の皆様へ 


